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株式会社十八親和銀行が実施する 

博愛堂ファーマシー株式会社に対する 

ポジティブ・インパクト・ファイナンスに係る 
第三者意見  

 
    

株式会社日本格付研究所は、株式会社十八親和銀行が実施する博愛堂ファーマシー株式会社に対するポ

ジティブ・インパクト・ファイナンスについて、国連環境計画金融イニシアティブの策定した「ポジティブ・

インパクト金融原則」及び「資金使途を限定しない事業会社向け金融商品のモデル・フレームワーク」への

適合性に対する第三者意見書を提出しました。 

本件は、環境省の ESG金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2項（4）に基づき設置されたポジティブイン

パクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファイナンスの基本的考え方」への整合性も併

せて確認しています。 

 

 

＊詳細な意見書の内容は次ページ以降をご参照ください。 
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第三者意見書 

2025年 4月 30日 

株式会社 日本格付研究所 

 

 

 

評価対象： 

博愛堂ファーマシー株式会社に対するポジティブ・インパクト・ファイナ

ンス 

貸付人：株式会社十八親和銀行 

評価者：株式会社長崎経済研究所 

第三者意見提供者：株式会社日本格付研究所（JCR） 

 

 

 

結論： 

本ファイナンスは、国連環境計画金融イニシアティブの策定した「ポジティブ・イ

ンパクト金融原則」及び「資金使途を限定しない事業会社向け金融商品のモデル・

フレームワーク」に適合している。 

また、環境省のESG金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2項（4）に基づき設置さ

れたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトフ

ァイナンスの基本的考え方」と整合的である。 
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I. JCRの確認事項と留意点 

JCRは、株式会社十八親和銀行（「十八親和銀行」）が博愛堂ファーマシー株式会社（「博

愛堂ファーマシー」）に対して実施する中小企業向けのポジティブ・インパクト・ファイナ

ンス（PIF）について、株式会社長崎経済研究所（「長崎経済研究所」）による分析・評価を

参照し、国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP FI）の策定した「ポジティブ・インパ

クト金融原則」及び「資金使途を限定しない事業会社向け金融商品のモデル・フレームワー

ク」（モデル・フレームワーク）に適合していること、環境省の ESG金融ハイレベル・パネ

ル設置要綱第 2項（4）に基づき設置されたポジティブインパクトファイナンスタスクフォ

ースがまとめた「インパクトファイナンスの基本的考え方」と整合的であることを確認した。 

PIFとは、持続可能な開発目標（SDGs）の目標達成に向けた企業活動を、金融機関等が

審査・評価することを通じて促進し、以て持続可能な社会の実現に貢献することを狙いとし

て、当該企業活動が与えるポジティブなインパクトを特定・評価の上、融資等を実行し、モ

ニタリングする運営のことをいう。 

ポジティブ・インパクト金融原則は、4つの原則からなる。すなわち、第 1原則は、SDGs

に資する三つの柱（環境・社会・経済）に対してポジティブな成果を確認できること、なお

かつネガティブな影響を特定し対処していること、第 2原則は、PIF実施に際し、十分なプ

ロセス、手法、評価ツールを含む評価フレームワークを作成すること、第 3原則は、ポジテ

ィブ・インパクトを測るプロジェクト等の詳細、評価・モニタリングプロセス、ポジティブ・

インパクトについての透明性を確保すること、第 4 原則は、PIF 商品が内部組織または第

三者によって評価されていることである。 

UNEP FIは、ポジティブ・インパクト・ファイナンス・イニシアティブ（PIFイニシア

ティブ）を組成し、PIF推進のためのモデル・フレームワーク、インパクト・レーダー、イ

ンパクト分析ツールを開発した。十八親和銀行は、中小企業向けの PIF の実施体制整備に

際し、株式会社福岡銀行ソリューション営業部（サステナビリティ推進グループ）（「福岡銀

行ソリューション営業部」）及び株式会社 FFGビジネスコンサルティング（「FFGビジネス

コンサルティング」）並びに長崎経済研究所と共同でこれらのツールを参照した分析・評価

方法とツールを開発している。ただし、PIFイニシアティブが作成したインパクト分析ツー

ルのいくつかのステップは、国内外で大きなマーケットシェアを有し、インパクトが相対的

に大きい大企業を想定した分析・評価項目として設定されている。JCR は、PIF イニシア

ティブ事務局と協議しながら、中小企業の包括分析・評価においては省略すべき事項を特定

し、十八親和銀行、福岡銀行ソリューション営業部、FFG ビジネスコンサルティング、長

崎経済研究所にそれを提示している。なお、十八親和銀行は、本ファイナンス実施に際し、

中小企業の定義を、ポジティブ・インパクト金融原則等で参照している IFC（国際金融公

社）の定義に加え、中小企業基本法の定義する中小企業、会社法の定義する大会社以外の企

業としている。 
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JCR は、中小企業のインパクト評価に際しては、以下の特性を考慮したうえでポジティ

ブ・インパクト金融原則及びモデル・フレームワークとの適合性を確認した。 

① SDGsの三要素のうちの経済、ポジティブ・インパクト金融原則で参照するインパク

トエリア/トピックにおける社会経済に関連するインパクトの観点からポジティブな

成果が期待できる事業主体である。ソーシャルボンドのプロジェクト分類では、雇用

創出や雇用の維持を目的とした中小企業向けファイナンスそのものが社会的便益を

有すると定義されている。 

② 日本における企業数では全体の約 99.7％を占めるにもかかわらず、付加価値額では

約 56.0％にとどまることからもわかるとおり、個別の中小企業のインパクトの発現

の仕方や影響度は、その事業規模に従い、大企業ほど大きくはない。1 

③ サステナビリティ実施体制や開示の度合いも、上場企業ほどの開示義務を有してい

ないことなどから、大企業に比して未整備である。 

 

II. ポジティブ・インパクト金融原則及びモデル・フレームワークへの適合に係

る意見 

ポジティブ・インパクト金融原則 1 定義 

SDGsに資する三つの柱（環境・社会・経済）に対してポジティブな成果を確認できるこ

と、なおかつネガティブな影響を特定し対処していること。 

SDGs に係る包括的な審査によって、PIF は SDGs に対するファイナンスが抱えている

諸問題に直接対応している。 

十八親和銀行及び長崎経済研究所は、本ファイナンスを通じ、博愛堂ファーマシーの持ち

うるインパクトを、UNEP FI の定めるインパクトエリア/トピック及び SDGs の 169 ター

ゲットについて包括的な分析を行った。 

この結果、博愛堂ファーマシーがポジティブな成果を発現するインパクトエリア/トピッ

クを有し、ネガティブな影響を特定しその低減に努めていることを確認している。 

SDGsに対する貢献内容も明らかとなっている。 

 

ポジティブ・インパクト金融原則 2 フレームワーク 

PIFを実行するため、事業主体（銀行・投資家等）には、投融資先の事業活動・プロジェ

クト・プログラム・事業主体のポジティブ・インパクトを特定しモニターするための、十

分なプロセス・方法・ツールが必要である。 

 
1 令和 3 年経済センサス-活動調査。中小企業の区分は、中小企業基本法及び中小企業関連法令において

中小企業または小規模企業として扱われる企業の定義を参考に算出。業種によって異なり、製造業の場合

は資本金 3 億円以下または従業員 300 人以下、サービス業の場合は資本金 5,000 万円以下または従業員

100人以下などとなっている。小規模事業者は製造業の場合、従業員 20 人以下の企業をさす。 
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JCRは、十八親和銀行が PIFを実施するために適切な実施体制とプロセス、評価方法及

び評価ツールを確立したことを確認した。 

 

(1) 十八親和銀行は、本ファイナンス実施に際し、以下の実施体制を確立した。 

 

(出所：十八親和銀行提供資料) 

 

(2) 実施プロセスについて、十八親和銀行では社内規程を整備している。 

 

(3) インパクト分析・評価の方法とツール開発について、十八親和銀行からの委託を受け

て、福岡銀行ソリューション営業部及び FFG ビジネスコンサルティング並びに長崎

経済研究所が分析方法及び分析ツールを、UNEP FIが定めた PIF モデル・フレーム

ワーク、インパクト分析ツールを参考に確立している。 

 

ポジティブ・インパクト金融原則 3 透明性 

PIFを提供する事業主体は、以下について透明性の確保と情報開示をすべきである。 

・本 PIFを通じて借入人が意図するポジティブ・インパクト 

・インパクトの適格性の決定、モニター、検証するためのプロセス 

・借入人による資金調達後のインパクトレポーティング 

ポジティブ・インパクト金融原則 3 で求められる情報は、全て長崎経済研究所が作成し

た評価書を通して十八親和銀行及び一般に開示される予定であることを確認した。 

 

ポジティブ・インパクト金融原則 4 評価 

事業主体（銀行・投資家等）の提供する PIF は、実現するインパクトに基づいて内部の

専門性を有した機関または外部の評価機関によって評価されていること。 

本ファイナンスでは、長崎経済研究所が、JCR の協力を得て、インパクトの包括分析、

借入人

十八親和銀行

（PIF契約締結、

融資実行）

・福岡銀行 ソリューション営業部

         推進      

・FFG               

・長崎経済研究所

（評価実施）

株式会社

日本格付研究所

PIF申込

PIF評価書、

第三者意見書の提供

PIF実行

モニタリング

KPI達成支援

ふくおかフィナンシャルグループ

包括分析

KPI協議

包括分析結果、

KPI協議

第三者意見書

申込

第三者意見書

提出
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特定、評価を行った。JCR は、本ファイナンスにおけるポジティブ・ネガティブ両側面の

インパクトが適切に特定され、評価されていることを第三者として確認した。 

 

III. 「インパクトファイナンスの基本的考え方」との整合に係る意見 

インパクトファイナンスの基本的考え方は、インパクトファイナンスを ESG金融の発展

形として環境・社会・経済へのインパクトを追求するものと位置づけ、大規模な民間資金を

巻き込みインパクトファイナンスを主流化することを目的としている。当該目的のため、国

内外で発展している様々な投融資におけるインパクトファイナンスの考え方を参照しなが

ら、基本的な考え方をとりまとめているものであり、インパクトファイナンスに係る原則・

ガイドライン・規制等ではないため、JCR は本基本的考え方に対する適合性の確認は行わ

ない。ただし、国内でインパクトファイナンスを主流化するための環境省及び ESG金融ハ

イレベル・パネルの重要なメッセージとして、本ファイナンス実施に際しては本基本的考え

方に整合的であるか否かを確認することとした。 

本基本的考え方におけるインパクトファイナンスは、以下の 4 要素を満たすものとして

定義されている。本ファイナンスは、以下の 4要素と基本的には整合している。ただし、要

素③について、モニタリング結果は基本的には借入人である博愛堂ファーマシーから貸付

人である十八親和銀行及び評価者である長崎経済研究所に対して開示がなされることとし、

可能な範囲で対外公表も検討していくこととしている。 

要素① 投融資時に、環境、社会、経済のいずれの側面においても重大なネガティブイ

ンパクトを適切に緩和・管理することを前提に、少なくとも一つの側面におい

てポジティブなインパクトを生み出す意図を持つもの 

要素② インパクトの評価及びモニタリングを行うもの 

要素③ インパクトの評価結果及びモニタリング結果の情報開示を行うもの 

要素④ 中長期的な視点に基づき、個々の金融機関/投資家にとって適切なリスク・リタ

ーンを確保しようとするもの 

また、本ファイナンスの評価・モニタリングのプロセスは、本基本的考え方で示された評

価・モニタリングフローと同等のものを想定しており、特に、企業の多様なインパクトを包

括的に把握するものと整合的である。 

 

IV. 結論 

以上の確認より、本ファイナンスは、国連環境計画金融イニシアティブの策定したポジテ

ィブ・インパクト金融原則及びモデル・フレームワークに適合している。 

また、環境省の ESG 金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2 項（4）に基づき設置された

ポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファイナンス

の基本的考え方」と整合的である。 
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（第三者意見責任者） 

株式会社日本格付研究所 

サステナブル・ファイナンス評価部長 

 

 

                   

梶原 敦子 

 

 

 

担当主任アナリスト 

 

                    

菊池 理恵子 

担当アナリスト 

 

                     

永安 佑己 
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本第三者意見に関する重要な説明 

1. JCR第三者意見の前提・意義・限界 
日本格付研究所（JCR）が提供する第三者意見は、事業主体及び調達主体の、国連環境計画金融イニシ

アティブの策定した「ポジティブ・インパクト金融原則」及び「資金使途を限定しない事業会社向け金
融商品のモデル・フレームワーク」への適合性及び環境省 ESG 金融ハイレベル・パネル内に設置された
ポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファイナンスの基本的考え
方」への整合性に関する、JCR の現時点での総合的な意見の表明であり、当該ポジティブ・インパクト
金融がもたらすポジティブなインパクトの程度を完全に表示しているものではありません。 
本第三者意見は、依頼者である調達主体及び事業主体から供与された情報及び JCR が独自に収集した

情報に基づく現時点での計画又は状況に対する意見の表明であり、将来におけるポジティブな成果を保
証するものではありません。また、本第三者意見は、ポジティブ・インパクト・ファイナンスによるポ
ジティブな効果を定量的に証明するものではなく、その効果について責任を負うものではありません。
本事業により調達される資金が同社の設定するインパクト指標の達成度について、JCR は調達主体また
は調達主体の依頼する第三者によって定量的・定性的に測定されていることを確認しますが、原則とし
てこれを直接測定することはありません。 

2. 本第三者意見を作成するうえで参照した国際的なイニシアティブ、原則等 
本意見作成にあたり、JCR は、以下の原則等を参照しています。 
国連環境計画金融イニシアティブ  
「ポジティブ・インパクト金融原則」 
「資金使途を限定しない事業会社向け金融商品のモデル・フレームワーク」 
環境省 ESG 金融ハイレベル・パネル内ポジティブインパクトファイナンスタスクフォース 
「インパクトファイナンスの基本的考え方」 

3. 信用格付業にかかる行為との関係 
本第三者意見を提供する行為は、JCR が関連業務として行うものであり、信用格付業にかかる行為と

は異なります。 

4. 信用格付との関係 
本件評価は信用格付とは異なり、また、あらかじめ定められた信用格付を提供し、または閲覧に供す

ることを約束するものではありません。 

5. JCRの第三者性 
本ポジティブ・インパクト・ファイナンスの事業主体または調達主体と JCR との間に、利益相反を生

じる可能性のある資本関係、人的関係等はありません。 
 

 

 

■留意事項 
本文書に記載された情報は、JCR が、事業主体または調達主体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものです。ただし、当該

情報には、人為的、機械的、またはその他の事由による誤りが存在する可能性があります。したがって、JCR は、明示的であると黙
示的であるとを問わず、当該情報の正確性、結果、的確性、適時性、完全性、市場性、特定の目的への適合性について、一切表明保
証するものではなく、また、JCR は、当該情報の誤り、遺漏、または当該情報を使用した結果について、一切責任を負いません。JCR
は、いかなる状況においても、当該情報のあらゆる使用から生じうる、機会損失、金銭的損失を含むあらゆる種類の、特別損害、間
接損害、付随的損害、派生的損害について、契約責任、不法行為責任、無過失責任その他責任原因のいかんを問わず、また、当該損
害が予見可能であると予見不可能であるとを問わず、一切責任を負いません。本第三者意見は、評価の対象であるポジティブ・イン
パクト・ファイナンスにかかる各種のリスク（信用リスク、価格変動リスク、市場流動性リスク、価格変動リスク等）について、何
ら意見を表明するものではありません。また、本第三者意見は JCR の現時点での総合的な意見の表明であって、事実の表明ではなく、
リスクの判断や個別の債券、コマーシャルペーパー等の購入、売却、保有の意思決定に関して何らの推奨をするものでもありません。
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株式会社長崎経済研究所(以下、当社)は、株式会社十八親和銀行が博愛堂ファーマシー株式

会社（以下、同社）に対してポジティブ・インパクト・ファイナンスを実施するにあたり、同社の活動が環

境・社会・経済に及ぼすインパクト（ポジティブな影響およびネガティブな影響）を分析・評価した。 

分析にあたっては、株式会社日本格付研究所の協力を得て、国連環境計画金融イニシアティブ

（UNEP FI）が提唱した〇ポジティブ・インパクト金融原則〈及び〇資金使途を限定しない事業会社向

け金融商品のモデル・フレームワーク〈に適合させるとともに、ESG ハイレベル・パネル設置要綱第 2 項

（4）に基づき設置されたポジティブ・インパクト・ファイナンスタスクフォースがまとめた〇インパクトファイナン

スの基本的考え方〈に整合させたうえで、中小企業※1に対するファイナンスに適用している。 

※1 中小企業：IFC(国際金融公社)または中小企業基本法の定義する中小企業、会社法の定義する大会社以

外の企業 
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〃要約〄 

同社は長崎県島原市に本社を置き、長崎県内で調剤薬局を 5店舗運営している。開局した店舗

は地域や近隣の環境に合わせたコンセプトでデザインされ、中には生活雑貨品も取り扱うセレクトショッ

プ感覚の店舗もある。すべての店舗は共通して〇地域に根付き地域に貢献できる企業〈を理念に設

計・運営しており、従来の調剤のみ取り扱う薬局とは一線を画す調剤薬局となっている。 

また薬剤師訪問サービスも積極的に行っており、高齢者など来店が困難な人々向けのサービスや、

地域の医療機関と連携した医療サービスの提供に貢献している。 

 

≪同社事業の特長・つよみ≫ 

・〇地域に根付き地域に貢献できる企業〈を企業理念として、各店舗が立地する地域に合わせたコ

ンセプトで店舗をデザイン・運営している。 

・薬剤の提供を通じ、地域住民の健康の維持・増進、病気の予防を目指す。 

・薬剤師訪問サービスを積極的に行うなど、地域医療への貢献を重視して行っている。 

 

同社のサステナビリティ活動は、地域医療に関わる業種であることから地域住民の健康を維持・増進

し、また患者の心身のケアを重要な項目として取り組む。そのうえで自社の従業員の健康を守り、働き

やすい職場環境を整えて自社の持続可能性を高めていく方針である。 

 

≪同社の主なサステナビリティへの取り組み≫ 

 

・地域医療に貢献、地域包括ケアシステムの実現に向け、地域住民の健康の維持・増進や、病気

となった患者への支援に対し他医療機関との連携して取り組む。 

・また働きやすい職場環境を整え、自社の持続可能性を高めて永続的に地域医療を支えていくこ

とを目標としている。 

・自社の店舗を増やすことで地域の雇用を増加させ、地域経済の発展に貢献する。 

 

株式会社十八親和銀行が同社に対してポジティブ・インパクト・ファイナンスを実施するにあたり、当

社がUNEP FIのインパクト分析ツールを用いて同社のサステナビリティ活動等を分析した結果、ポジティ

ブ面では〇健康および安全性〈〇健康と衛生〈〇雇用〈〇賃金〈のインパクトが特定され、ネガティブ面では

〇廃棄物〈〇健康および安全性〈〇社会的保護〈〇ジェンダー平等〈のインパクトが特定された。 

環境・社会・経済の各項目への影響を与えるそれらのインパクトを、同社のサステナビリティ活動の関

連性を確認のうえ 3項目にまとめた。そのうえでインパクトの増大もしくは低減するための取り組みと KPI

を設定した。 
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〈KPI〉 

項目 KPI（要約） 

地域医療への貢献、

地域包括ケアシステ

ムの実現に向けた 

取り組み 

同社の薬局のうち、3 店舗を 2032 年 5 月までに〇健康サポート薬局〈に登

録する。 

 ・2028年 5月までに 1店舗を登録 

 ・2030年 5月までに 1店舗を追加登録 

 ・2032年 5月までに 1店舗を追加登録 

同社の薬局のうち、2店舗を2032年5月までに〇地域連携薬局〈に登録す

る。 

 ・2030年 5月までに 1店舗を登録 ・2032年 5月までに 1店舗を登録 

調剤薬局や、薬剤師訪問サービスを行う店舗を合計 10店舗へ拡大する 

・2032年 5月までに店舗を合計 10店舗へ拡大する。 

※ただしファイナンス期間中、社会情勢や自社の財務状況が変化した場

合は目標の修正を検討する。 

職場環境をさらに改

善する取り組み 

2029年 5月までに〇Nぴか認証〈を取得し、2029年 6月以降は、毎年継

続・更新する。 

2029年 5月までに〇健康経営推進企業認定〈を取得し、2029年 6月以

降は、毎年継続・更新する。 

くるみん認定を 2030年 5月までに取得する。 

・一般事業主行動計画を 2026年５月までに策定する。 

・2026年 6月～2029年 5月まで行動を実践する。 

・2030年 5月までに申請手続きを行い、認定を取得する。 

・以降、申請結果に応じ取り組み目標を再度検討する。 

えるぼし認定を 2030年 5月までに取得する。 

・一般事業主行動計画を 2026年５月までに策定する。 

・2026年 6月～2029年 5月まで行動を実践する。 

・2030年 5月までに申請手続きを行い、認定を取得する。 

・以降、申請結果に応じ取り組み目標を再度検討する。 

 

今後同社の持続可能性を高めるため、株式会社十八親和銀行は KPIの達成状況をモニタリング

するとともに伴走支援する。 

 

〃今回実施する〇ポジティブ・インパクト・ファイナンス〈の概要〄 

融資金額 100,000,000円 

資金使途 運転資金・設備資金 

モニタリング期間 7年 0か月 
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1.会社概要 

1-1 経営理念・トップメッセージ 

《経営理念》 

『すべてのひとの健康のために』 

わたしたちは〇人〈と〇人〈のつながりを大切にし、 

地域に根付き地域に貢献できる企業を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《トップメッセージ》 

私たちは 2013年、地元・島原の地に〇はくあい堂薬局〈一号店を開局いたしました。 

〇すべての人の健康のために〈というミッションのもと、〇人〈と〇人〈のつながりを大切にしながら、

地域に根付き、地域に貢献できる企業を目指して日々業務に取り組んでおります。 

 

創業当初より、〇感謝の気持ちを忘れず、与えられた時間を最大限に活かせる人材を育てた

い〈との思いで仲間と向き合ってまいりました。 

時の流れとともに、志を同じくする仲間が増え、ご縁に恵まれながら、現在の体制で仕事をさ

せていただいております。 

 

これからも、地域の皆さまとともに考え、ともに歩み、ともに成長していける企業であり続けたい

と、心から願っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

博愛堂ファーマシー株式会社 

代表取締役 水田晋一朗 

〃出典：同社より〄 
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1-2 会社基礎情報 

 

企業名 博愛堂ファーマシー株式会社 

代表者 水田 晋一朗 

所在地 長崎県島原市新湊 1丁目 42番地 

設立 2013年 6月 

事業内容 

①保険調剤薬局の経営 

②医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療器具の販売 

③前各号に付帯関連する一切の業務 

従業員数 39名（2025年 4月時点） 

資本金 500,000円 

事業所 

①はくあい堂薬局 

②はくあい堂新田薬局 

③はくあい堂くちのつ薬局 

④はくあい堂しんわ薬局 

⑤はくあい堂諫早かわとこ 

薬局 

⑥はくあい堂東そのぎ 

インター薬局 

長崎県島原市新湊 1丁目 42番地 

長崎県島原市新田町 587番地 13号 

長崎県南島原市口之津町甲 2159番地 15号 

長崎県島原市親和町丁 3565番地 8号 

長崎県諫早市川床町 376番地 1号 

 

長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷 420番地 

1号 

沿革 

2013年 6月 

2013年 10月 

2015年 12月 

2020年 8月 

2020年 10月 

2022年 6月 

2025年 5月 

博愛堂ファーマシー株式会社設立 

はくあい堂薬局開局 

はくあい堂新田薬局開局 

はくあい堂くちのつ薬局開局 

はくあい堂しんわ薬局開局 

はくあい堂諫早かわとこ薬局開局 

はくあい堂東そのぎインター薬局開局予定 

加盟団体 

公益社団法人 日本薬剤師会 

島原商工会議所 

みなとオアシスくちのつ運営協議会 
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々組織図 / 業務分掌〆 

代表取締役社長 

管理本部 事業本部 

人事総務課 

企画課 

島原エリア 

長崎諫早エリア 

はくあい堂薬局 本店 

はくあい堂 新田薬局 

はくあい堂 くちのつ薬局 

はくあい堂 しんわ薬局 

はくあい堂 諫早かわとこ薬局 

はくあい堂 東そのぎインター薬局 
 ※2025年 5月開局予定 

総務 
 ・総務業務 
 ・各種ハラスメント対策 
 ・給与・賞与業務  ・労務管理 

財務・経理 
 ・経理業務    ・決算業務 

人事・採用 
 ・人事業務    ・採用業務 
 ・広報業務 

企画・営業 
 〃広報〄 
  ・広報業務    ・SNS 
 〃販売促進〄 
  ・販売促進 
・宣伝広報資材の作成 

 〃地域連携 SDGs〄 
  ・新店開発 
  ・医療機関・施設等への営業活動 
  ・市場調査・情報収集 

薬剤師教育 
 ・薬学的管理業務 
 ・医薬品管理（社長と連携） 
 ・教育研修 

MP 教育 

人事事務（店舗） 

店舗管理業務（薬事部分） 

顧客対応 

※店舗対応が困難な場合 

従業員のメンタルケア 

薬学的管理業務 

社内美化 

店舗管理業務（薬事以外） 

※店舗に関する一切の業務 

≪店舗≫ 

専務取締役 常務取締役 

〃2025年 4月現在。一部、設置を計画中の部署あり。出典：同社資料より当社作成〄 
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々事業拠点図・事業所一覧〆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜出店：当社作成＞ 

 

《各調剤薬局の特長》 

<①はくあい堂薬局>                 

2013 年 10月に開局した

同社の 1 号店。隣接する

医療機関が小児科である

ため、〇くつを脱いでゆっくりと〈

をコンセプトに調剤薬局に

は珍しい畳を敷いたキッズス

ペースを用意している。 

 

 

 

<②はくあい堂新田薬局> 

2015年 12月に開局した

同社 2 号店。隣接する医

療機関が人工透析を行っ

ていることから、患者がリラッ

クスできるよう暖色系の照

明を使用している。 

 

 

 

 

長崎県地図 

● 
はくあい堂東そのぎインター薬局 

2025年 5月開局 

● 
③はくあい堂くちのつ薬局 

⑤はくあい堂諫早かわとこ薬局 

● 

②はくあい堂新田薬局 

● ①はくあい堂薬局 
● 

④はくあい堂しんわ薬局 

● 

・キッズスペース(畳) ・おむつ交換台有 ・こども向け絵本多数有 ・OTC（食品・生活雑貨）多数有 

・バリアフリー ・おむつ交換台有 ・OTC（皮膚科用）多数有 
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<③はくあい堂くちのつ薬局> 

同社が運営する調剤薬局

のうち、最南端に位置する

調剤薬局。海沿いに立地

することから、地域の環境に

溶け込むよう壁を空や海の

色である水色にするなどして、

開放感のある店舗になって

いる。 

 

 

 

<④はくあい堂しんわ薬局> 

〇①はくあい堂薬局〈近くにて

整形外科医院が開院され

たこと伴い 2020 年 10 月

開局。隣接する整形外科に

外観を合わせてデザインして

おり、透明感のある店舗で

ある。2F には誰でも利用で

きるフリースペースを設置。 

 

 

 

<⑤はくあい堂諫早かわとこ薬局> 

隣接する病院が高級ホテル

のようなつくりであり、それに

合わせてカフェのようなコンセ

プトでデザインした店舗。患

者から大変好評なほか、同

社の従業員からも人気があ

り〇かわとこ薬局で働きたい〈

ため入社した従業員もいる。 

 

 

 

・バリアフリー ・相談室完備 ・OTC（衛生用品・食品）多数有 

・バリアフリー ・相談室完備 ・OTC（衛生用品・食品）多数有 

・落ち着いた待合空間 ・プライバシー保護 ・OTC（食品・生活雑貨）多数有 

〃出典：同社ホームページなどより当社作成〄 
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《 はくあい堂東そのぎインター薬局（2025 年 5 月開局）》 

はくあい堂東そのぎインター薬局は 2025 年 5 月に開局予定の調剤薬局で、本件ファイナンスの対

象となる店舗である。地域住民が来店しやすい、親しみやすいデザインで、〇おしゃれなインテリアショップ〈

をコンセプトとしている。 

またこれまで薬局を開局する際は〇その地域の環境に合わせる〈ことを意識して店舗をデザインしてい

たが、今後出店の際〇はくあい堂薬局〈のブランディングを意識し、デザインに統一感を持たせることを考

えている。そのうえで従来と同様、地域住民に親しまれる店舗を目指している。 

   ≪はくあい堂東そのぎインター薬局 概要≫ 

 敷地面積： 536m2 

 延床面積： 67m2 

 隣接する医療機関：内科・外科の無床診療所 

 従業員 ：常勤 3名（うち薬剤師 1名）＋派遣薬剤師 1名（予定） 

 

 

・バリアフリー ・相談室完備 ・落ち着いた待合空間 ・OTC（食品・生活雑貨）多数有 

〃はくあい堂東そのぎインター薬局 出典：同社より〄 
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1-3 事業概要 

同社は長崎県内で調剤薬局を 5店舗運営しており、2025年 5月には同県の東彼杵町に 6店

舗目を開局する予定となっている。 

薬局では処方箋による薬の調剤・販売のほか、医療機器・一般薬や OTC販売、また医療機関と

連携して患者の自宅や入居施設に訪問する薬剤師訪問サービスも行っている。 

 

々社名由来・創業経緯〆 

博愛堂ファーマシーの〇博愛堂〈の由来は、代表者である水田晋一朗氏

の曽祖父が運営していた病院の名前〇文湛博愛堂〈を継承している。曽祖

父が病院を運営していた当時は、薬の調合等も行っていた。 

代表者である水田晋一朗氏が、大学卒業後に東京の調剤薬局での勤

務経験を経て、2013年に〇地域の患者様に寄り添う薬局〈をコンセプトと

して、薬局経営を開始した。その後は後継者不在の薬局の事業承継や、

取引先や医療機関、医師などからの紹介により店舗網を拡大している。

2025年 5月には 6店舗目となる〇はくあい堂東そのぎインター薬局〈の開局を予定しており、今後とも

〇地域に密着する〈考えのもと店舗網を拡大し、営業基盤の強化を図っていく方針である。 

 

々調剤薬局について〆 

同社では、〇すべてのひとの健康のために〈という経営理念のもと、新しい薬局づくりにチャレンジしてい

る。店舗を新規に開局する際は地域や隣接する医療機関に合わせて各店舗をデザインしており、患者

がリラックスできるインテリアを採用、一部店舗では、バリアフリーやキッズスペースを完備するなど幅広い

世代にとって利用しやすい環境を提供している。 

調剤薬局では前述のとおり、従来の医療機関で発行された処方箋調剤に加えて、〇治療〈ではなく

〇予防〈の観点から薬剤師訪問サービスにも注力している。同社では、①医療機関で発行された処方

箋調剤、②医療機器販売・一般薬及びOTC販売*2、③薬剤師訪問サービスの 3つの事業を軸とし

て運営している。 

*2 OTC販売：〇Over The Counter(カウンター越しの)〈の略で、カウンター越しに薬を販売するかたちに由来して

いる。医師の処方箋がなくても薬局などで購入出来る。かつては〇市販薬〈〇家庭薬〈〇大衆薬〈と呼ばれることもあっ

た身近な薬のこと。 

博愛堂ファーマシー 

株式会社 

調剤薬局 

5 店舗 
※2025年 5月に 

1店舗増加 

1.処方箋調剤 

2.医療機器・一般薬・OTC 販売 

3.薬剤師訪問サービス 

≪事業イメージ≫ 

〃出典：同社より〄 
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《①処方箋調剤》 

医師と薬剤師というそれぞれの分野の専門家が適切に患者のサポートを行うための仕組みとして、日

本の医療は〇医薬分業〈制度が設けられている。〇処方箋〈は医師が患者の病気の治療に必要な薬の

種類や量、服用法を記載した書類である。薬剤師は〇処方箋の内容が適正であるか〈を確認した後、

薬を調剤しており、処方箋は〇医薬分業〈制度に欠かせない大切な文書となっている。 

 

≪診察から薬の販売まで≫ 

≪処方箋の役割・メリット≫ 

1.処方箋を発行することで、文書としての記録が残る 

2.薬の内容について、患者自身が確認することができる 

3.薬の専門家である薬剤師が、薬の内容に問題ないかをチェックすることができる 

4.患者自身の意思で、調剤薬局を選ぶことができる 

 

同社では、処方箋元医療機関との連携・情報共有を密にして、患者に寄り添った地域密着型の運

営を行っている。また子育て世代の患者が利用しやすいように、厚生労働者が推進している〇処方箋ネ

ット予約〈、〇電子お薬手帳(ICT)〈を長崎県内でも先駆的に導入している。 

処方箋ネット予約 

医療機関で受け取った処方箋を

事前に薬局に送信して、薬の受

け取りを予約するサービス。 

（メリット） 

・薬局での待ち時間の短縮 

・二次感染の予防 

・時間の有効活用 

電子お薬手帳(ICT) 

スマートフォンアプリなどで薬に関

する情報を管理するシステム。 

（メリット） 

・薬の手帳を忘れる心配がない 

・災害時にも利用出来る 

・飲み忘れ防止アラームなどの機能がある 

・健康管理に役立つ 

・薬の重複や飲み合わせのチェックに役立つ 

・複数の医療機関を受診する際に、薬剤師に薬の履歴を迅速に

把握できる 

はくあい堂薬局 医療品 
メーカー 

医療品 
卸売 

①診察 

②処方箋 
  発券 

③処方箋 
  提示 

⑤薬販売 

④処方箋にて 
  薬を調剤 
   

薬を仕入 

患者 

〃出典：当社作成〄 
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同社は株式会社くすりの窓口が提供するサービス〇EPARK くすりの窓口〈〇EPARK お薬手帳アプリ〈

を導入、運用を行っている。前述の〇処方箋ネット予約〈や〇電子お薬手帳〈は同社の全店舗で展開し

ており、同社の薬局を利用する患者がすべて本サービス利用できる環境を整えている。 

本サービスは便利でメリットも多い反面、薬局を利用する患者にはこのようなサービスがうまく利用でき

ない患者も多い。同社では本サービスのみではなく、従来からの方法（処方箋の店頭提示や紙のお薬

手帳の使用）にも対応しており、すべての患者が薬局を利用しやすい体制を構築することを目指してい

る。 

 

≪同社が導入しているシステムイメージ≫ 

 〃処方箋ネット受付〄 

 〃電子お薬手帳〄 

〃出典：株式会社くすりの窓口ホームページより〄 
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〃出典：同社より〄 

《②医療機器・一般薬・OTC 販売》 

同社は売上の 9割以上を占める処方箋調剤に加えて、高度管理医療機器や管理医療機器、一

般薬及び OTC販売を行っている。来店患者の利便性向上のため、取り扱い商品は今後増加させて

いく考えである。 

 

 

 

また、地域住民が来店しやすい店づくりの一環として、様々な生活雑貨品を販売している薬局もあ

る。その薬局では患者や地域住民からも好評を得ており、同社は今後取り扱い商品を充実させ、さら

に地域住民に寄り添う薬局にしていきたい、としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※生活雑貨品の販売では全国で販売されてい

る一般的な雑貨品のほか、地元で生産された

商材も取り扱っており、患者のみならずそのような

商品を目当てに来店する顧客も多い。 

 

 

 

 

≪医療機器例≫ 

≪生活雑貨品≫ 

〃血糖測定器〄 〃パルスオキシメーター〄 〃血圧計〄 

〃出典：同社より〄 
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③薬剤師訪問サービス 

同社は〇すべてのひとの健康のために〈という観点から、医療機関と連携して患者の自宅や入居施設

に訪問し、薬剤の提供や服薬の管理を行う〇薬剤師訪問サービス〈を行っている。在宅訪問を通じて相

談・指導を行うことで病気の治療だけでなく、予防にも繋げている。また来局に介助が必要な患者や、

付き添う家族の負担を軽減することに役立っている。 

 

≪薬剤師訪問サービスの主な内容≫ 

1. 医師の処方箋に基づいて薬剤のセットや薬剤管理を行う 

2. 服薬に関する相談や体調や副作用のチェックを行う 

3. 医師や看護師、ケアマネなどと情報共有を行う 

4. 残薬の調整を行う 

5. 服薬方法などの説明をする 

≪対象となる患者≫ 

1. 病気、障がい、要介護などで通院・来局が困難な患者 

2. 自宅での薬の使用や管理に不安がある患者 

3. 医師がその必要性を認め、薬剤師に訪問を指示した患者 

 

≪フローイメージ図≫ 

①薬局に相談 

 

②医師の指示：薬剤師など

から主治医に相談し、訪問に

対する指示を仰ぐ 

 

③訪問と支援：薬剤の提供

や服薬の管理、相談・指導 

 

④情報の共有：医師や看護

師、ケアマネジャー等へ服薬

状況や体調を報告 

 

相談 

患者 薬剤師 

相談 

医師・ケアマネなど 

※医師・ケアマネなどを経由するケースあり 

医師 

指示 

薬剤師 

薬剤師 

提供・管理・相談・指導 

患者 

医師 

報告 

薬剤師 

〃出典：当社作成〄 

〃出典：同社より〄 
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1-4 業界動向 

同社は処方箋により医薬品を調剤し、患者に提供する処方箋調剤を行う。本項では調剤薬局お

よび薬剤師についての業界動向についてまとめている。 

 

》業界特色「 

調剤薬局の事業活動は医薬分業の概念と密接に関連している。医薬分業とは医師・歯科医師が

行う診断行為と薬剤師が行う調剤行為を分離させる仕組みである。医師が患者に処方箋を発券し、

薬局の薬剤師がその処方箋に基づいて薬を調剤することで、医師と薬剤師がそれぞれの専門性を発

揮し安全で質の高い医療サービスを提供することを目的としている。この医薬分業は国（厚生労働省）

の政策によって強化される傾向にある。 

≪開局に必要な許可≫ 

調剤薬局の開局 都道府県知事の許可 

保健調剤を行う場合 開局所在地を管轄する地方厚生局長からの保険薬局の指定 

薬剤師 開局所在地を管轄する地方厚生局長からの保険薬剤師の指定 

 

》薬剤師数の状況「 

医薬分業の推進に伴い、薬局数と薬剤師数は全国的には増加傾向にある。反面、都市部と地方

とで差が生じており、またドラッグストアの増加などにより薬局や医療機関に従事する薬剤師数は慢性

的に不足している状況とされている。 

長崎県においては従来全国平均と同水準で推移していたが、薬剤師数の増加ペースより県内人口

減少のペースが速く、2018年からは全国平均を下回る状況となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〃出典：厚生労働省〇医師・歯科医師・薬剤師統計〈より当社作成〄 
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》運営する事業主の状況「 

また、薬局を運営する事業主

に関しても特徴的な変化がみら

れる。2013年には薬局全体の

51.3%を占めていた〇2～5店

舗を運営する事業主〈の割合が

2023年には 27.4%と減少、

〇6～19店舗を運営する事業

主〈も減少していることに対し、

〇20店舗以上を運営する事業

主〈は 2013年の 17.7%から

2023年には 49.4%へ大幅に増加している。これらは薬局運営において集約化・大規模化が急速に

進展していることを示している。 

 

≪参考：調剤薬局とドラッグストアの違いについて≫ 

調剤薬局は医師の処方箋に基づいて薬を調剤する施設で、ドラッグストアは主に市販薬や日用

品などを販売する店舗である。調剤薬局とドラッグストアの機能的な違いは、保険薬局を併設した

ドラッグストアであれば調剤薬局との大きな違いはないとされている。 

≪特徴≫ 

調剤薬局   

・薬剤師が常駐しており、調剤室で調剤を行う 

・医師の処方箋に基づいて調剤や服薬指導を行う 

・外来患者の調剤を主とし、一般医薬品や衛生用品の販売なども行う 

ドラッグストア 

・薬剤師が常駐している場合と、常駐していない場合がある 

・一般用医薬品(市販品)を販売していることに加え、化粧品や日用雑貨、

食料品など幅広く取り扱っている 

・薬剤師による販売が義務付けられている市販品については、薬剤師がいな

い場合は、扱っていないこともある 

 

》展望・課題「 

厚生労働省は 2015年に〇患者のための薬局ビジョン〈を策定・公表している。その施策として〇すべ

ての薬局をかかりつけ薬局にする〈と明記され、2016 年から〇健康サポート薬局〈の認定がスタートした。

また 2019年には〇医薬品医療機器等法（薬機法）〈が改正され、2021年から〇地域連携薬局〈

〇専門医療機関連携薬局※3〈の 2 つの認定が新たにスタートしている。 

※3 専門医療機関連携薬局：専門的な薬学管理が必要な患者に対し、他の医療機関と連携しながらとり高度

な薬学管理や調剤に対応できいる薬局。 

〃2013年〄 〃2023年〄 

20店舗以上 
17.7% 

6-19店舗 
以上 17.9% 

2-5店舗 
以上 51.3% 

1店舗 
5.0% 

個人 
8.1% 

個人 
3.6% 1店舗 

4.1% 

2-5店舗 
以上 27.4% 

6-19店舗 
以上 15.4% 

20店舗以上 
49.4% 

〃出典：厚生労働省〇医療経済実態調査〈より当社作成〄 

≪薬局を運営する事業主の割合≫ 
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以上を踏まえ、調剤薬局の業界では以下のような展望を予想している。 

 

（１）薬局数の減少 

現在、日本全国の薬局数は 6万店舗を超え、コンビニよりも多い状態となっている。ドラッグストアな

どの業態も含めると薬局はすでに乱立している状態にあり、各薬局の財務状況や付近の医療機関の

状況により今後淘汰が進んでいくと予想されている。 

 

（２）在宅医療を重視 

現在の日本は高齢化が進み、毎年増加する高齢者に対し現在の病院だけでは病床が不足して受

け皿として支えきれない状況となっている。高齢者に対して必要な医療を提供するために厚生労働省

も病院から在宅医療への移行を進めており、前述のとおり健康サポート薬局や地域連携薬局などの制

度を充実させている。薬剤師にも在宅医療を支える役割が期待されており、薬局として存続していく一

つの条件になってくるものと思われる。 

 

（３）オンライン服薬指導の拡大 

オンラインによる服薬指導は、従来は離島やへき地など、医療アクセスが悪い場所などの特区のみに

限定されていた。しかし 2020年の薬機法の改正により、一定の要件のもと全面解禁となっている。現

在ではスマートフォンを中心に IT化が急速に進展しており、国民への認知が広まると若い世代を中心に

広まる可能性が高いと思われる。 

 

（４）大手事業者による寡占化、薬局の集約化 

近年、調剤報酬は段階的に引き下げられており、さらに調剤報酬が引き下げられると小規模の事業

者では収益が確保できなくなる恐れがある。反面店舗数を多く抱えるほどコスト面では有利で、規模が

大きいほど薬局が生き残る確率が高くなるため、大手薬局による M＆Aや、小規模な薬局の合併など

による集約化が進んでいくものと想定されている。 
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2.サステナビリティ活動 

2-1 Sustainable Scale Index を通じた ESG/SDGs の取り組み内容 

株式会社十八親和銀行では、株式会社ふくおかフィナンシャルグループの 100%子会社であるサス

テナブルスケール社と九州大学が共同で構築したスコアリングモデル〇Sustainable Scale Index〈を

用いて、企業の ESG/SDGsの取り組みを指標化し、評価している。 

スコアリングモデルは約 200項目の二者択一方式で構成しており、類似同業者との相対評価で、

回答企業の立ち位置を把握することが出来る。 

Sustainable Scale Index で抽出された同社の ESG/SDGs の取り組みは以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDGs 取組内容  

 - 

 寄付活動の実施 
 コミュニティ投資の実施 
 高齢者の延長雇用制度の整備 

 安全衛生方針の策定 

 地域の教育に貢献する活動の実施 

 ジェンダー平等に関する方針の策定 

 全店舗で浄化槽完備など 

 事業所内照明の LED化 
 省エネ推奨の家電の活用 
 ハイブリッド自動車の積極的利用など 

 健康食品、有機食品等の取り扱い 
 地域産資源の積極使用 
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〃Sustainable Scale Index より抜粋〄 

 フレックスタイム制の導入 

SDGs 取組内容 
 

 照明の LED化、ハイブリッド自動車の積極的利用、自転車の活用など 
 オフィスの木質化、植栽 
 環境配慮型の製品やサービスの提供 

 コミュニティ投資の実施 
 高齢者の延長雇用制度の整備 
 ジェンダー平等に関する方針の策定 

 BCP計画の策定 

 照明の LED化、ハイブリッド自動車の積極的利用など 
 電子機器のリース契約・電子廃棄物をリユース業者に出している 
 廃棄物をリサイクル業者へ引き渡している 

 浜辺の清掃活動参加など 
 全店舗で浄化槽完備など 
 廃棄物をリサイクル業者へ引き渡している 

 浜辺の清掃活動参加など 

 地元人材の積極的採用 
 地域の産業振興に関する事業の参画 
 地域の福祉・スポーツ・芸能活動に対し、協賛・寄付や活動の実施 

 法令遵守の徹底 
 社会貢献活動に関する会社方針の策定 

 近距離移動の場合は自転車を活用 
 ハイブリッド自動車の積極的利用 
 照明の LED化 
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2-2 ESG の取り組み 

同社は調剤薬局の運営を通じて地域の医療に貢献、地域住民が健康に生活できることを目指して

事業を行っている。そのため同社は ESG において社会面の取り組みを最も重視しており、そのうえで極

力環境に配慮した取り組みを行い、適切な企業統治を行っていく方針である。 

 

（１）社会面の取り組み 

 

同社は前述のとおり地域の医療に貢献することを目指している。そのうえで従業員の健康を守るとと

もに、働きやすい職場環境を整え、また人材育成や採用の強化を図りながら自社の持続可能性を高

めていく方針である。 

 

《①地域医療・地域包括ケアシステム実現に向けた取り組み》 

地域包括ケアシステムとは高齢者などの生活上の安心・健康を確保するために、日常生活の場にお

いて医療や介護のみならず福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが、適切に提供されるシス

テムである。 

≪地域包括ケアシステムイメージ≫ 

⑥地域貢献活動 

①地域医療・地域包括ケア 

システム実現に向けた 

取り組み 
博愛堂ファーマシー 

株式会社 

〃対外向け〄 〃会社内部〄 

③働きやすい職場環境づくり 

②健康経営の取り組み 

④人材育成/採用強化 

⑤ダイバーシティ実現に向けた取り組み 

〃出典：厚生労働省ホームページより〄 
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同社では処方箋元医療機関との連携・情報共有を密にして、患者に寄り添った地域密着型の運

営を目指している。具体的には薬剤師訪問サービスを行う体制を各店舗で構築、来店ができない患

者に対応しており、今後さらに取り組みを強化するため〇健康サポート薬局〈および〇地域連携薬局の

登録を行う方針としている。 

 

〇健康サポート薬局〈と〇地域連携薬局〈は、どちらもかかりつけ薬局として患者に寄り添い、一元的・

継続的な対応をする部分は同じである。しかしながら「健康サポート薬局」は、病気になる前から予防

や健康維持のための支援を行う特性があり、「地域連携薬局」は病気になったあとも他の医療機関

と連携して住み慣れた地域で安心して暮らせるための支援を行うという特性に違いがある。 

 

【健康サポート薬局の登録】 

超高齢社会に対応していくうえで、〇健康〈は重要なキーワードになっている。この健康を積極的にサ

ポートする〇健康サポート薬局〈制度が 2016年度から始まっている。〇健康サポート薬局〈は 2016年

4月にスタートした〇かかりつけ薬剤師・薬局〈の基本的機能を備えたうえで、地域住民による主体的な

健康の保持・増進を積極的に支援する〇健康サポート機能〈を持つなど、厚生労働省が定める一定の

基準を満たしている薬局である。 

 

≪健康サポート薬局の特長≫ 

1. 健康サポートに必要な専門知識を習得した薬剤師が相談対応 

2. 相談内容によって、医療機関での受診の提案や、必要に応じ他の関係機関を紹介 

3. 専門知識を持った薬剤師が、要指導医薬品や介護用品などの適切な商品選びをサポート 

4. 週末も開局。休日の相談対応 

5. プライバシーに配慮した相談スペースを用意 

6. 健康相談に関するイベント開催 

 

≪同社の取り組みイメージ≫ 

薬剤師訪問サービス 

 ・来店困難な患者の 

  自宅・入居施設を訪問 

 ・薬剤の提供 

 ・服薬の管理 

 ・医師・ケアマネ・看護師と 

  患者の状態・情報を連携 

健康サポート薬局の登録（予定） 

 ・健康サポート機能 

 ・かかりつけ薬局 

 ・かかりつけ薬剤師 

地域連携薬局の登録（予定） 

 ・医療機関との情報連携 

 ・夜間、休日対応 

 ・地域包括ケア 

 ・在宅医療への対応 

地域医療・地域包
括ケアシステム実現
に向けた取り組み 



 

22 

 

〃出典：公益財団法人日本薬剤師会 
ホームページより一部抜粋〄 

厚生労働省は、〇2025年を目途に、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシス

テム)の構築〈を推進している。この地域包括システムケアシステムのなかで、〇健康サポート薬局〈は住

民が高齢になっても住み良い生活を維持するための社会的基盤・相談窓口としての役割が期待されて

いる。具体的な役割としては薬剤師・薬局の専門性を活かした相談対応や、医療機関・地域包括支

援センター・介護事業所・訪問介護ステーション等との連携相談窓口としての受付を想定している。 

 

≪健康サポート薬局の要件≫ 

 

〇健康サポート薬局〈の登録には上記の要件

を全て満たす必要があり、また登録には薬局

（店舗）ごとに所轄の保健所へ上記の要件を

証明する書類を添えて届け出ることとなる。

（登録は届出制。） 

同社ではかかりつけ薬局の基本的機能はす

べて満たしており、健康サポート機能における

〇薬剤師の資質確保（健康サポート薬局研修

の受講など）〈や〇要指導医薬品において取り

扱い品目の拡充〈が必要となる。今後段階的に各薬局にて対応を拡充させ、将来的には全店の〇健

康サポート薬局〈登録を目指している。 

①服薬情報の一元的・継続的な

把握とそれに基づく薬学的管理・

指導 

②24時間対応・在宅対応 

 ・薬局の開局時間外も電話対応な

どを実施 

 ・薬局の開局時間外に、必要に応

じ処方箋調剤を対応 

③かかりつけ医をはじめとした医療

機関等との連携 

 ・必要に応じ医師へ問い合わせや 

処方提案を実施 

①地域における連携体制の構築 

 ・医療機関、地域包括支援センター、介護事業所、 

訪問看護ステーションなど 

②薬剤師の資質確保 

 ・健康サポート薬局研修を修了した薬剤師が常駐 

③薬局の設備 

 ・相談スペースの設置など 

④薬局の表示 

 ・〇健康サポート薬局〈〇各種相談を行っている〈旨の表示 

⑤要指導医薬品等の取り扱い 

 ・要指導薬品等の供給機能・助言体制の確立、適切な 

運営 

⑥開局時間 

 ・平日の毎日、かつ土日いずれかに一日一定時間開局 

⑦健康相談・健康サポートの取り組み 

 ・販売内容や相談事項を記録し、一定期間保存 

かかりつけ薬局の基本的機能 健康サポート機能 
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【地域連携薬局の登録】 

〇地域連携薬局〈は、入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携

しながら一元的・継続的に対応出来る薬局である。2025年 3月 1日時点で、長崎県では 31の事

業所が、〇地域連携薬局〈として登録されている。 

 

≪地域連携薬局の特長≫ 

患者の入退院時や在宅医療への対応時に、他医

療提供施設と連携して対応ができる薬局 

・プライバシー、バリアフリーなどへの配慮 

・地域の医療機関、介護施設、他の薬局と連

携し薬の情報を共有 

・開局時間外の相談、調剤に対応 

・かかりつけ薬剤師が対応    など 

 

≪地域連携薬局の要件≫ 

1. 薬局の構造設備 

  ・個室などの相談スペース、バリアフリーなど高齢者・障がい者などが利用しやすい施設 

2. 情報共有の体制構築 

  ・地域の医療機関と連携ができる体制、また報告・連絡の実績の記録 

3. 調剤および薬剤の販売業務体制 

  ・開局時間外の相談、調剤に対応できる体制の構築、麻薬の調剤や無菌調剤などへの対応 

4. 居宅等での調剤および指導を行う体制 

  ・在宅医療を行える環境を整備、居宅等で調剤を行ったり指導を実施する体制を構築し、かつ 

   実績の記録 

 

〇地域連携薬局〈も〇健康サポート薬局〈同様、店舗ごとの認定となり、上記要件をすべて満たす必

要がある。 

同社が上記要件を充足するためには、〇常勤薬剤師が地域包括ケアシステムに関する研修を修了〈

および〇服薬情報提供の実績〈以上の 2点を整備する必要がある。以上の 2点について取り組み、社

内体制を整備して将来的にはすべての店舗について地域連携薬局の登録を目指している。 

 

 

 

 

 

 

≪出典：地域連携薬局のイメージ図≫ 

〃出典：長崎県ホームページより〄 
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《②健康経営の取り組み》 

同社は地域の医療に関わる業種柄、従業員の健康管理を徹底して行っている。従業員の病気など

を予防するとともに、罹患した際には来店する患者へ影響を及ぼさないよう意識している。また従業員も

率先して健康を維持するための活動を提案するなど、会社全体で健康管理に意識して取り組んでい

る。 

≪健康管理の主な取り組みや活動≫ 

・出勤・退勤時の手洗い・うがいを義務化 

・出勤時、検温し熱がある場合は病院にて受診を義務化 

・業務時間中はマスクを全員着用 

・健康診断は従業員全員に受診を義務化 

・今後人間ドックの受診を人事制度として制度化を検討 

・歩く歩く活動（従業員からの提案） 

 

  ≪バレーボールチームの創設≫ 

代表取締役水田晋一朗氏が学生時代にバレーボール

を行っていたこともあり、健康増進の取り組みの一環とし

て、地域のバレーボールチームを創設している。今後も会

社一丸となって、地域の自転車チャリティ活動の参加す

るなど健康増進の取り組みに注力していく方針である。 

 

 

さらに同社では今以上に従業員の活力向上や生産性の向上等の組織活性化をもたらすことを期

待して、健康保持・増進施策等を全従業員に周知し、〇健康経営推進企業〈の認定取得を目指して

いる。 

 

 

 

 

》同社の今後の健康経営に関する方針「 

★健康診断受診率 100%を継続維持(契約社員・パート含む) 

★バレーボール・自転車を通じた地域行事への参加 

★敷地内禁煙の継続実施 

★外部講師等によるメンタルヘルスケアの講習会実施 

〃出典：同社より〄 
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【『健康経営推進企業』認定取得】 

長崎県では、全国健康保険協会長崎支部と連携し、2016年から

長崎県内の事業主に〇健康経営〈に取り組んでもらう〇健康経営宣言

事業〈を開始した。またさらに〇健康経営宣言事業〈に参加した事業所

の中から、下記の要件を全て満たした事業所を〇健康経営推進企業〈

に認定、認定証を交付している。 

 

≪認定の要件≫ 

①生活習慣病予防検診受診※4向上への取り組み（受診率 80%以上） 

②検診結果による治療の徹底と保険指導活用への取り組み（特定保健指導※5利用率50%以

上） 

③事務所全体での継続的な健康増進や改善に向けた取り組み（運動の取り組み必須） 

④禁煙・受動喫煙防止に向けた取り組み 

⑤メンタルヘルスケアの取り組み 

※4 生活習慣病予防検診：全国健康護憲協会管掌健康保険（協会けんぽ）に加入している 35歳以上

の被保険者が受診できる健康診断で、対象者は 35歳以上、一般検診に加え年齢・性別により付加健診や

乳がん・子宮頸がん検診、肝炎ウイルス検査を受診することができる。 

※5 特定保健指導：40～74歳が対象の特定健康診査の結果で、〇生活習慣病を発症する可能性が高い〈

人を対象に保健師、管理栄養士などによる特定保健指導を行う制度 

 

〇健康経営〈とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することとされている。

企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことで、従業員の活力向上や生産性の向上等の

組織活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上に繋がると期待されている。 

 

≪認定の要件に対する同社の取り組み≫ 

①生活習慣病予防検診受診率 
今後 35歳以上の従業員へ対し生活習慣病予防検

診の受診を推奨、現在ほぼ 100%受診している。 

②特定保健指導利用率 

現在健康診断後の再検査受診率は 50%を超えて

いる。さらに保健師や管理栄養士などによる保険指

導を奨励していく。 

③継続的な健康増進・改善の取り組み 歩く歩く活動やフィットネスジムの利用推進などを実施 

④禁煙・受動喫煙防止に向けた取り組み 薬局の敷地内は禁煙として禁煙対応を継続 

⑤メンタルヘルスケアの取り組み 
アンガーマネジメントの社内勉強会を実施したり、従

業員向けの外部セミナーに参加したりしている。 

〃出典：全国保険協会 
ホームページより〄 
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《③働きやすい職場環境づくり》 

社外への社会貢献活動を実施すると同時に、同社では企業の体制を維持し、雇用を継続するとと

もに持続可能性を高めるため従業員エンゲージメントの醸成に取り組んでいる。同社では、ベースアッ

プ・福利厚生を充実させるなどモチベーションを高めるような事業活動や労働環境改善の取り組みを行

い、時間外労働などの各種規定を遵守することによって、全従業員が働きやすい職場環境を構築して

いる。また同社は、性別や年齢に関わらず従業員が活躍出来る職場を目指している。各種認定の取

得等も念頭に、今後も職場環境の改善等について下記の取り組みを中心に行っていく方針である。 

 

≪働きやすい職場環境づくりの取り組み≫ 

給与待遇の向上 毎年平均 2%程度の賃上げを実施 

人事評価・賃金体系の見直し 
人事評価体系を見直すとともに新しく賃金テーブルを作成して納

得性のある賃金体系を再編成、2025年度から運用を開始 

有給休暇の取得推進 
法令に従い有給休暇制度を制定、従業員が取得しやすい環

境を醸成 

福利厚生の充実 

・健康経営につながるような福利厚生制度を制定 

・従業員の資産形成をサポートするため取引金融機関と連携

し、〇職場つみたて NISA〈の取り扱いを検討 

 

》給与待遇について「 

近年の物価上昇や全国的・全業種的な人材不足により、2024年度には大企業で 5.0%以上、

中小企業でも 4.0%以上の賃上げを表明している企業が多くなってきている。同社は調剤を行う薬剤

師を雇用し、専門性が高い業種であることから全業種平均と比べて給与水準が高くなっており、また業

歴が 13年と比較的短いことから人材確保のため地場企業と比較してもやや給与水準が高い。そのう

えで、上げ幅は国内企業平均を下回るものの毎年賃上げを行っており、直近では2022年、2023年、

2024年とそれぞれ全従業員平均で 2％程度の賃上げを実施している。 

 

 ～参考：日本国内企業の賃上げ実施状況～ 

企業規模 2022年度アップ率 2023年度アップ率 2024年度アップ率 

従業員 500人以上 2.27% 3.99% 5.58% 

従業員 500人未満 1.92% 3.00% 4.01% 

全規模 2.01% 3.27% 5.33% 

<出典：一般社団法人日本経済団体連合会〇春季労使交渉妥結結果〈より当社作成> 
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》人事評価・賃金体系の見直し「 

同社はここ数年で店舗数が増加し、それに伴い従業員が増加しているため、これまで運用してきた

人事評価・賃金体系の見直しを検討している。2024年度に人事評価のシステムとそれに合わせた賃

金テーブルを作成、2025年 6月から試行運用を開始する。新評価は 2025年 12月から本格運用

し、その評価を反映した新賃金テーブルを 2026年 6月より適用する予定としている。 

≪スケジュール≫ 

 2024年度 2025年上期 2025年下期 2026年上期 

評価体系     

賃金体系     

 

人事評価では、各職種に応じた評価項目を設定、〇成果〈〇能力〈〇態度〈の 3つの分野の合計 28

項目に対して、自己評価、一次・二次評価および最終評価と 4段階で評価を実施、最終結果を本

人へ面接・フィードバックして透明性が高い評価システムとしている。また人事評価は半期ごとに行い、

評価ポイントの累積で昇進・昇格および昇給する仕組みを構築している。 

評価項目の中でも、同社はホスピタリティや態度など〇人間性〈を重視した評価体系としており、本評

価体系により〇患者へ寄り添う姿勢〈や〇職場の人間関係〈をさらに改善していく方針である。 

 

》有給休暇取得・勤怠管理について「 

同社の店舗の営業日が週6日であることに対し、従業員は週休2日制であるため、2週間ごとの勤

務シフトを計画し出勤者を決定している。また各店舗の出勤予定等を事業本部で連携することで別

店舗のサポート体制も充実させており、柔軟かつ効率的な店舗運営が可能となっている。そのため有給

休暇の取得など、様々な取り組みを行い働きやすい環境づくりに取り組んでいる。 

 

≪労働条件における主な取り組み≫ 

出勤体制 
2 週間ごとの勤務シフトを事前に打ち合わせし、全店舗の出勤体制を決定

している。現在従業員の希望通りの出勤体制ができている状況である。 

有給休暇の取得の

推奨 

法令で定められた年間 5日間の有給休暇取得は 100%実施、会社として

有給休暇取得を推奨している。有給休暇の取得状況において個人差があ

り、またパート勤務者が有給休暇を取得しにくいなどを問題視、今後の課題

としている。 

時間外労働の 

削減 

時間外労働は店舗・事業本部にて厳格に管理しており、また一部店舗では

調剤や監査業務の機械化や発注の AI 化など、業務効率化やフレックス制

度を導入するなど、極力時間外労働を削減する対応を行っている。平均の

時間外労働時間は 30 時間程度と以前に比べれば削減しているが、さらな

る削減や、時間外労働時間に個人差がある点が今後の課題としている。 

 人事体系見直し 
賃金テーブル作成 

 

 

試行運用 

（旧賃金体系） 

本格運用 

新賃金体系を適用 
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》福利厚生について「 

〃フィットネスクラブ施設〄 

同社は、福利厚生の一環として長崎県南島原市

のフィットネスクラブ〇アグリフィットネス〈施設を無料で

使用できる体制を構築している。〇アグリフィットネス〈

の施設ではトレーナーによるマシントレーニングのサポ

ートやマッサージなどを行うほか、web でのオンライント

レーニングをサポートするなどのサービスを行っている。 

近年若い世代を中心にフィットネスクラブの需要が

高まっており、同社では本フィットネスクラブを活用して

従業員満足度の向上に繋げている。 

また同社では従業員の健康増進のために自転車の配布も検討している。 

 

〃資産形成サポート〄 

同社では従業員の資産形成による生活基盤の安定化を図る目的で、現在職場つみたて NISAの

取り扱いを検討している。〇職場つみたてNISA〈は、給与天引きにより従業員自身が毎月一定額を投

資信託（NISA）で積み立てを行い、会社が奨励金などでつみたてを補助・支援する制度である。同

社が従業員へ奨励金を支給することで従業員の資産形成を後押しするだけでなく、継続的なサポート

も可能な仕組みとなっている。 

〃出典：同社より〄 

〃職場つみたて NISA イメージ  出典：十八親和銀行・資料より〄 
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長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度 

(愛称：ながさきキラキラ企業)略称「N ぴか」 

【N ぴか認証の取得】 

同社は働きやすい職場づくりの取り組みの一環として〇Nぴか〈の認証取得を目指している。〇Nぴか〈

の認証要件はほぼクリアしていると思われるが、改めて同社の取り組みを整理するきっかけとして認証を

取得することとしている。 

 

 

 

 

Nぴかは〇働きやすい環境づくりに積極的に取り組む〈企

業を長崎県が認証する制度で、若者から高年齢者、男性、女性の誰もが働きやすい職場づくり

に積極的に取り組む企業が社会的に評価される仕組みを作ることにより、企業の自主的な取り

組みを促進するとともに企業の活性化を図り、誰もが持てる能力を十分に発揮しながら働き続け

ることができる魅力的な職場環境の整備に資することを目指している。 

 

  ≪認証の要件≫ 

①就業規則等の社内規則を規定し、社内に周知 

②過去3年間における労働者採用関係助成金の不正受給、過去5年間における労働関係法

令違反がない 

③〇仕事と育児・介護の両立〈〇働き方改革〈〇女性の活躍推進・男女共同参画〈の各項目にお

ける審査票について、必須項目がすべて〇○〈かつ必須項目以外の合計得点が 10点以上 

   

≪〉Nぴか《認証までの流れ≫ 

〇長崎県誰もが働きやすい職場づくり

実践企業認証制度審査票〈をチェック 

(企業)⇒（県）認証の対象となるか自己確認 

(県)⇒（企業）提出資料の内容を基に、審査票を確認 

 

〇長崎県誰もが働きやすい職場づくり

実践企業〈認証申請書等を提出 

(企業)⇒（県）申請書に関係書類を添付し提出 

(県)申請内容を審査 

 

〇長崎県誰もが働きやすい職場づくり

実践企業〈として認証 
(県)⇒（企業）認証書の交付、HP等での周知 

<出典：長崎県 HP より抜粋> 
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〃出典：厚生労働省ホームページより〄 

【くるみん認定の取得】 

同社では従業員数39名に対し、子育て世代である49歳までの世代が27名と全従業員の69%

を占めている。子育てしやすい職場環境を整えることは会社運営のため重要な項目であり、同社では

子供がいる従業員のために近隣の保育園との提携を検討するなど、子育てしやすい職場づくりに取り組

んでいる。 

そのうえで同社は社内での本取り組みの周知や、社外に対するイメージ向上を目的として〇くるみん

認定の取得〈を目指している。認定要件に対して同社の制度面では一通り整備はされており、今後一

般事業主行動計画を策定し、それを実践していく方針である。 

 

 ≪くるみん認定≫ 

〇子育てサポート企業〈とし

て厚生労働大臣の認定を

受けた証のことで、次世代

育成支援対策推進法に基

づき、一般事業主行動計

画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、 

一定の基準を満たした企業で、申請により〇子育てサポート企業〈としての認定を受けることができ、 

また〇くるみんマーク〈を使用することができる。 

  

≪認定要件≫ 

1.雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定 

2.行動計画の計画期間が 2年以上 5年以内 

3.策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成 

4.策定した行動計画を公表および従業員への周知を適切に行う 

5.計画期間において、男性従業員のうち育児休業を取得した者が 1人以上いること 

6.計画期間において、女性従業員の育児休業等取得率が 70%以上であること 

7.３歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員について、〇育児休業に関する制度、所定

外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に

準ずる制度〈を講じていること。 

8.次のいずれかを実施している 

 ①所定外労働削減のための措置 ②年次有給休暇の取得促進のための措置 

 ③その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置 

9.法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な時事実がないこと 
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《④人材育成/採用強化》 

 

》人材育成「 

<資格取得支援について> 

同社には薬剤師を中心に資格者が在籍している。

業務運営に必要な資格は同社でも取得を奨励して

おり、e-ラーニングシステム等を活用し定期的に社内

での研修会を実施している。また従業員の資格取得

に関する費用は全て会社負担としており、今後とも積

極的に従業員のスキルアップを支援する方針である。 

 

 

≪有資格一覧：2025年 3月時点≫ 

薬剤師 16名 

保育士 3名 

登録販売士 1名 

FP２級 1名 

Microsoft Office Specialist（略称 MOS） 1名 

  

≪同社が従業員へ取得・終了を推奨している資格・講習一覧≫ 

薬剤師 メディカルパートナー その他一般 

研修認定薬剤師 登録販売士 ビジネス実務法務 

公認スポーツファーマシスト 医療保険調剤報酬事務士 PL/BS アナリスト検定 

在宅療養支援認定薬剤師 調剤事務管理士 MOS各種 

小児薬物療法認定薬剤師 調剤事務実務士 衛生管理者 

プライマリ・ケア認定薬剤師 調剤薬局事務検定 医療経営士 

がん専門薬剤師 調剤報酬請求事務専門士 メンタルヘルスマネジメント 

メディカルアロマセラピスト  簿記 

日本禁煙学会認定専門指導者  ファイナンシャルプランナー 

ケアマネージャー  キャリアコンサルタント 

漢方アドバイザー  中小企業診断士 

NR・サプリメントアドバイザー   

 

 

〃社内研修  出典：同社より〄 
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〃長崎国際大学 会社説明会 
  出典：同社より〄 

》採用強化「 

同社は事業基盤を強化し、自社を維持・発展させていくため

今後とも積極的に店舗網を拡大していく方針である。それが地

元での雇用を生み出し、地域経済を活性化させ、さらに自社も

成長していく好循環を同社は目指している。 

そのため同社では採用にも注力しており、ハローワークや求人

誌・広告等での採用活動だけなく、SNS・Instagram等を活用

し、長崎県の魅力を発信するなど採用の強化に努めている。 

 

 

》薬学部・実務実習生の受け入れ「 

大学の薬学部では 5年生を対象に実務実習を行う。実務実習には薬局実習と病院実習があり、

同社では日本薬剤師会からの依頼により薬局実習の受け入れを行っている。 

実務実習は約 3か月間、カリキュラムに沿って行われ、薬学生は実務実習を通して医療現場におけ

る薬剤師の枠割を理解し、実践に必要な知識や技術を習得、薬剤師としての心構えを学ぶことにな

る。 

同社では公益社団法人日本薬剤師会などからの依頼により実務実習生の受け入れを積極的に行

っており、同社の従業員は本実習の趣旨を理解し、後進の育成のため積極的に指導を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〃実務実習風景 出典：同社より〄 
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《⑤ダイバーシティ実現に向けた取り組み》 

<女性活躍推進について> 

同社では、従業員の女性が職業生活において、希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍出来る環

境を整備することに努めている。従業員の中には保育士の資格を持つ従業員も在籍しており、子育て

世代が働きやすい職場環境であるのが同社の特長である。 

同社では今以上に女性が生き生きと活躍出来る職場を目指すために、一般事業主行動計画を策

定、えるぼし認定の取得も目指している。 

 

 ≪女性従業員の状況≫ 

女性従業員/全従業員 割合 女性管理職/全管理職 割合 

26名/39名 66.7% 10名/ 16名 62.5% 

 

<延長雇用・再雇用について> 

〇高年齢者雇用安定法〈では、企業は高年齢者就業確保措置や中高年者の再就職援助に努め

る必要がある旨定められている。同社では定年を 65歳とし、定年後にシニアスタッフとして再雇用する

制度を整備することによって幅広い世代層の人材を確保している。ベテラン従業員は同社にとっても貴

重な人材であり、また従業員自身にとっても安心して勤務することができる人事制度となっている。 

 

≪従業員の年齢構成≫ 

年齢層 人数 年齢層 人数 

18歳～29歳 4名 30歳～39歳 11名 

40歳～49歳 16名 50歳～59歳 5名 

60歳～64歳 2名 65歳以上 1名 

平均年齢 42.1歳 

 

＜障がい者の雇用について＞ 

すべての事業主には障がい者雇用制度により、一定割合以上の障がい者の雇用が義務づけられて

おり、従業員を 40名以上雇用している事業主は障がい者を 1名以上かつ従業員数に対して 2.5%

以上（2026年 4月以降は 2.7%）雇用する必要がある。 

同社は業種的に障がい者の雇用・活用が非常に難しい面があり、現在雇用率は 0%となっている。

同社でも今後の課題としており、今後障がい者の雇用について検討し対応していく方針である。 
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【えるぼし認定の取得】 

前述のとおり同社では従業員数 39名のうち、女性が占める割合は 66.7%と女性が多い職場とな

っており、女性が活躍できる職場環境を整えることも会社運営のため重要な項目である。 

同社では、女性活躍推進についての取り組みを社内に浸透させることや、社外に対してもイメージ向

上を図るため〇えるぼし〈認定の取得を目指すこととした。 

すでに制度面や実績では要件の基準を満たしており、認定のために今後一般行動計画を策定、ま

た推進担当者などを選任して認定を取得することとしている。 

 

 ≪えるぼし認定≫ 

〇女性活躍推進法〈に基づ

き、女性の活躍に関する状

況が優良な企業が、厚生労

働大臣の認定を受けた証の

ことで、認定を受けた会社は

認定マーク〇えるぼし〈または

〇プラチナえるぼし〈マークを使用することができる。 

 

≪認定要件≫ 

プラチナ 

えるぼし 

・策定した一般事業主行動計画に基づく取り組みを実施し、目標を達成 

・男女雇用機会均等推進者、職業課程両立推進者を選任 

・プラチナえるぼしの管理職比率、労働時間等 5 つの基準すべてを充足 

・女性活躍推進法に基づく情報公表項目のうち 8項目以上を公表 

えるぼし 

(3段階目) 

・えるぼしの管理職比率、労働時間等 5 つの基準すべてを充足 

実績を女性活躍推進企業データベースに毎年公表 

えるぼし 

(2段階目) 

・えるぼしの管理職比率、労働時間等 5 つの基準のうち 3～4 つを充足 

実績を女性活躍推進企業データベースに毎年公表 

・満たさない基準について取り組みを実施、公表しかつ実績が改善している 

えるぼし 

(1段階目) 

・えるぼしの管理職比率、労働時間等 5 つの基準のうち 1～2 つを充足 

実績を女性活躍推進企業データベースに毎年公表 

・満たさない基準について取り組みを実施、公表しかつ実績が改善している 

 

 

 

 

 

 

 

〃出典：厚生労働省ホームページより〄 

〃出典：厚生労働省ホームページより抜粋〄 
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《⑥地域貢献活動》 

同社では、処方箋元医療機関との連携・情報共有を密にして、患者に寄り添った地域密着型の運

営を行っている。同社は事業を通じて、あるいは事業を通じてだけではなく様々な地域活動に参画し、

社会貢献活動・地域活性化活動に積極的に取り組んでいる。同社は、〉わたしたちは〇人〈と〇人〈のつ

ながりを大切にし、地域に根付き地域に貢献できる企業を目指します。《というスローガンをサステナビリ

ティ方針の根幹として活動している。具体的には、地域清掃活動の参加や地域イベントなどに対し協

賛や寄付の参画を行うなど地域社会に貢献するような活動を行っている。 

 

<寄付活動の主な例> 

寄付先 寄付内容 

安中リトルファイブソフトボール部 寄付金 

国見高校サッカー部 寄付金 

鎮西学院高等学校男子バレー部 寄付金 

有家男子ジュニアバレーボールクラブ 寄付金 

島原 VC 寄付金 

有明中学校野球部 寄付金 

島原 SC 寄付金 

安中地区町内会連絡協議会 ベンチ寄贈 

 

 

 

 

＜協賛活動の主な例＞ 

協賛内容 協賛団体 

〇第 30回島原温泉ガマダス花火大会〈 島原温泉ガマダス花火大会実行委員会 

〇第 15回安中夏祭り〈 安中地区まちづくり協議会 

〇第19回島原タグラグビーフェスタ大会〈 島原ラグビーフットボール協会 

〇第34回有明中学校クラブ後援会 

旗争軟式野球大会〈 
有明中学校軟式野球部後援会 

 

 

 

 

 

 

〃安中地区町内会からの感謝状 出典：同社より〄 

〃 出典：同社より〄 



 

36 

 

≪地域清掃活動として〇スポ GOMI in NAGASAKI東彼杵大会〈参加≫ 

長崎県では年 4回〇スポ GOMI in NAGASAKI〈

を開催しており、同社が 2025年 5月に新しく調剤

薬局を開局する長崎県東彼杵町で 2025年 2月

に第 16回目が開催された。 

〇スポ GOMI in NAGASAKI〈は 1チーム 5名以

内にて参加チームを募集、制限時間内に定められた

エリア内で拾ったごみの量と質（種類）でポイントを

競い合う、環境美化にスポーツのエッセンスを加えた

イベントで、同社もその趣旨に賛同し参加している。  

同社は今後とも積極的にこのようなイベントへ参画していく方針である。 

 

≪地域イベント〇イッキ（島原半島サイクルイベント）〈の企画≫ 

長崎県の島原半島の魅力をアピール

するイベントとして、同社の常務取締役

が主導して島原半島を自転車で周るサ

イクルイベントを開催した。 

〇イッキ！実行委員〈を設置して企画

し、長崎県や雲仙市、島原市、南島原

市の後援、また地域の事業者からも多

数の賛同を得て開催を実現、地域活

性化に貢献している。 

 

≪地元保育園での手洗講習会の実施≫ 

同社ではシャボン玉石けん株式会社などと協働で、地

域貢献活動の一環として地元保育園などへ手洗講習

会を実施している。保育園や保護者から大変好評で、

今後も定期的に実施していく方針である。 

 

 

≪禁煙講演会に参画≫ 

同社は健康に関する講演会なども積極的に実施して

いる。地元の事業主や事業所から〇禁煙に関する講演

をしてほしい〈〇自社の勉強会・研修の講師をしてほしい〈

と依頼されることも多く、地域貢献活動の一環として積

極的に対応している。 

〃出典：同社より〄 

〃出典：同社より〄 

〃出典：同社より〄 

〃出典：同社より〄 
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（２）環境面の取り組み 

 

 

 

同社はサステナビリティの取り組みは社会面での取り組みが中心となるが、一方で環境負荷を軽減

することも意識して行っている。事業活動で排出される廃棄物を極力抑制したり、薬局で使用する消

耗品を植物由来の素材を使用したものへ切り替えるなどの取り組みを主に行っている。 

 

《①廃棄物を抑制する取り組み》 

同社では電子お薬手帳の推奨などによるペーパーレス化を中心として廃棄物を抑制する取り組みを

行っているほか、リサイクル可能な紙パック国産天然水などの環境配慮型製品利用を心がけている。今

後は患者へ渡しているボトルや詰め替えパックの回収・リサイクルも検討している。薬局などで使用してい

る電子機器（PCやコピー機、家電製品など）は自社で廃棄することがなく、リース利用によりリース会

社へ返却したり、自社保有の機器を更新する際は業者へリサイクル処分を依頼するなど法令に基づき

適切に処理を行っている。 

 

<ハバリーズ紙パックナチュラルウォーターの使用> 

同社では、従来薬を飲む際にウォーターサーバーを利用してい

たが、紙コップ廃棄物の抑制や感染症予防の観点から〇ハバリー

ズナチュラルウォーター〈の紙パックの使用を行っている。日本国内

の水源からカーボンフットプリント※6が低い持続可能な方法で国

産天然水を調達している。飲み終えた後は、同社がリサイクル回

収・委託を行い、ゼロミッション工場で 100%リサイクルしている。 

※6 カーボンフットプリント(CFP)：製品やサービスのライフサイクル全体

で排出された温室効果ガス(GHQ)を、CO2排出量の換算した値 

 

<分別 BOXの設置・ペットボトルキャップ回収> 

同社では社内に分別 BOX を設置して、管理本部を中心となり廃棄物分別の徹底をしている。中でも

ペットボトルキャップについては、同社で回収したものを地元小学校に寄付している。小学校で集められ

たペットボトルキャップは、ワクチン支援等に繋がっている。 

 

 

 

 

 

 

①廃棄物を抑制する取り組み 

②その他環境負荷を配慮した活動 

〃出典：当社作成〄 

同社で集めたペットボトル 
キャップは地元小学校へ 

小学校から回収業者へ 
引き渡し、回収代金は 
NPO法人などへ寄付 

NPO法人がワクチン 
を購入、支援国へ 

〃出典：株式会社ハバリーズ HP より〄 
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《②その他環境負荷を配慮した活動》 

前述の廃棄物などについての取り組みのほか、同社では〇出来ることから始める〈をモットーに CO2排

出量の削減など環境負荷を軽減するような取り組みを始めている。同社の事業は環境に対し重大な

影響を与えるような業種でないが、商品受け渡しの際のレジ袋にバイオマス樹脂を使用した環境配慮

型製品のものを使用するなど、細かい点なども徹底して環境負荷を軽減するような取り組みを行い、今

後も気づいた点などを改善していく方針である。 

 

≪主な取り組み一覧≫ 

商品受け渡しの際のレジ袋にバイオマス樹脂を使用した製品を使用 

照明をLED化、現在全店で90%程度へ切り替え済 （今後数年で全店の照明を LED化する

予定） 

社用車を低燃費車へ随時切り替え （リース更新のタイミングで随時導入を検討） 

従業員へ対し、移動時に自転車の活用を推奨 

従業員へ対し、クールビズ・ウォームビズの実施を推奨 

各店舗において、植栽を行うなど店舗の緑化を徹底 

消耗品として使用する紙製品は極力再生紙を使用 

 ・トイレットペーパー、コピー用紙など 

 

 

 

 

〃バイオマス樹脂を使用したレジ袋  出典：当社作成〄 
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 （３）コーポレートガバナンス 

 

 

 

コーポレートガバナンス（企業統治）は株主をはじめとするステークホルダーのために、経営者が適切

な意思決定を行うことを確保するための仕組みであり、企業不祥事の防止（経営の透明性の確保）

と企業の持続的な成長・中長期的な企業価値の向上を目的としている。 

同社は株主=創業一族のみであることから、ステークホルダーとしては取引先や消費者を対象として、

良好な関係を築いたうえで会社の持続可能性を高めるため、常に適切な企業統治を行うことを目指し

ている。 

 

《 企業統治体制 》 

同社は代表取締役を中心に同社の各部門にて業務運営を行っているが、経営に関する重要な決

定や不祥事件が発生した際などは代表取締役社長から速やかに取締役会へ報告を行い、意思決定

を行う。また最低年 1回株主総会を実施しており、役員の選任など株主総会の決裁事項について決

定を行っている。 

 

 

 

 

 

企業の経営を監視・統制する仕組み・体制づくり 

 

株主総会 

監査役 取締役会 

＜意思決定・執行機能＞ 

代表取締役社長 

各部門 

報告 

報告 

報告 指示 

監査・監督 

選任・解任 

選定・監督・解職 
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3.包括的分析 

3-1 UNEP FI のインパクト分析ツールを用いた分析 

同社の事業を、国際標準産業分類における〇専門店における医薬品・医療品、化粧品、化粧品

等の小売販売業(業種コード 4772)〈として整理した。その前提のもとでの UNEP FIのインパクト分析

ツールを用いて分析した結果、〇健康および安全性〈〇健康と衛生〈〇雇用〈〇賃金〈〇零細・中小企業の

繁栄〈に関するポジティブ・インパクト、〇廃棄物〈〇健康および安全性〈〇社会的保護〈に関するネガティ

ブ・インパクトが抽出された。 

 

〃インパクトレーダー図〄 
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3-2 個別要因を考慮したインパクトの特定内容 

UNEP FIのインパクト評価ツールを用いたインパクト分析結果をもとに、同社のサステナビリティに関す

る活動におけるインパクトを特定する。 

同社のサステナビリティに関する活動や事業活動を同社の HP、提供資料、ヒアリングなどから網羅的

に分析するとともに、同社を取り巻く外部環境や企業の特色等を勘案し、前述のインパクト分析結果

により抽出されたポジティブ・ネガティブインパクトに対し同社の活動により環境・社会・経済への影響を

与えるインパクトを特定した。 

 

〃UNEP FI のインパクト分析ツールによるインパクト、および同社の個別要因を考慮し特定されたインパクト〄 

 

     ：削除したインパクト       ：追加したインパクト 

ポジティブ ネガティブ ポジティブ ネガティブ

気候の安定性

生物多様性と生態系 水域

大気

土壌

生物種

生息地

サーキュラリティ 資源強度

廃棄物 ● ●

紛争

現代奴隷

児童労働

データプライバシー

自然災害

健康および安全性 ● ● ● ●

水

食料

エネルギー

住居

健康と衛生 ● ●

教育

移動手段

情報

コネクティビティ

文化と伝統

ファイナンス

生計 雇用 ● ●

賃金 ● ●

社会的保護 ● ●

平等と正義 ジェンダー平等 ●

民族・人種平等

年齢差別

その他の社会的弱者

法の支配

市民的自由

健全な経済 セクターの多様性

零細・中小企業の繁栄 ●

インフラ

経済収束

強固な制度・平和・安定

インパクトエリア インパクトトピック

UNEP FIのインパクト分析ツールによるイ

ンパクトエリア・インパクトトピック

個別要因を考慮し、特定されたインパクトエ

リア・

インパクトトピック

人格と人の安全保障

資源とサービスの入手可能

性、アクセス可能性、手ごろ

さ、品質
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同社の事業活動・サステナビリティ活動を考慮した結果、追加・削除したインパクトは以下の通りであ

る。 

≪追加・削除したインパクト≫ 

インパクト 

エリア 

インパクト 

トピック 

ネガティブ・ 

ポジティブ 

追加・ 

削除 
理由 

平等と正義 ジェンダー平等 ネガティブ 追加 

えるぼし認定取得の KPI を設定する

など、女性活躍推進の取り組みを積

極的に行っているため。 

健全な経済 
零細・中小企

業の繁栄 
ポジティブ 削除 同社の事業に関連性がないため。 

 

3-3 特定されたインパクトとサステナビリティ活動の関連性 

同社の特定されたインパクトに対する、同社のサステナビリティ活動との関連性は以下のとおりである。 

 

環境面のインパクト〈ネガティブ〉 

インパクトエリア インパクトトピック 取り組み内容 

サーキュラリティ 廃棄物 ハバリーズ紙パックナチュラルウォーターの使用 

 

社会面のインパクト〈ポジティブ〉 

インパクトエリア インパクトトピック 取り組み内容 

健康および安全性  
・健康サポート薬局に関する取り組み 

・地域連携薬局に関する取り組み 

資源とサービスの入手

可能性、アクセス可能

性、手ごろさ、品質 

健康と衛生 
・薬剤の販売や薬剤使用にかかる訪問指導など 

・地域医療・地域包括ケアシステムへの貢献活動 

生計 

雇用 高齢者再雇用制度を整備 

賃金 

専門性が高く、また人材確保のためもともと給与

水準が高い中、近年は毎年平均 2%の賃上げを

実施 

 

社会面のインパクト〈ネガティブ〉 

インパクトエリア インパクトトピック 取り組み内容 

健康および安全性  

・有給休暇取得の推奨 

・時間外労働の抑制 

・健康経営の実践 

生計 社会的保護 会社負担で資格取得を奨励 

平等と正義 ジェンダー平等 ・女性活躍推進の実践 
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4.KPI の設定 

〃FFG〄ポジティブ・インパクト・ファイナンスでは、特定されたインパクトのうち〇ポジティブ・インパクトに関

する項目を 1項目以上、十分に対応がされていないネガティブ・インパクトの全項目〈に対してKPIを設

定することとしている。 

同社の特定されたインパクトのうち、ポジティブなインパクトを増大させ、またネガティブなインパクトを低

減する取り組みとして 7項目の KPI を設定した。なお、今回特定されたネガティブ・インパクトで KPI を

設定していない理由は以下の通りである。 

 

々KPI を設定しない理由〆 

インパクト KPI を設定しない理由 

廃棄物 
同社では事業を通して、電子お薬手帳の推進等によりペーパーレ

ス化を行うなどして、十分に対応しているため。 

社会的保護 
会社負担で資格取得を支援するなど、十分な対応を行っているた

め。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

《 KPI①②③ 》 

インパクトレーダーとの関連性 健康および安全性、健康と衛生 

インパクトの別 ポジティブ・インパクトの増大 

テーマ 地域包括ケアシステムの実現に向けた取り組み 

取り組み内容 ・地域住民に対する病気の予防や健康維持・増進のための支

援を行う 

・患者に対し、他の医療機関と連携して住み慣れた地域で安

心して暮らせるための支援を行う 

KPI（指標と目標）① 同社の薬局のうち、3店舗を 2032年 5月までに〇健康サポー

ト薬局〈に登録する。 

 ・2028年 5月までに 1店舗を登録 

 ・2030年 5月までに 1店舗を追加登録 

 ・2032年 5月までに 1店舗を追加登録 

KPI（指標と目標）② 同社の薬局のうち、2 店舗を 2032 年 5 月までに〇地域連携

薬局〈に登録する。 

 ・2030年 5月までに 1店舗を登録  

・2032年 5月までに 1店舗を登録 

KPI（指標と目標）③ 調剤薬局や、薬剤師訪問サービスを行う店舗を合計 10 店舗

へ拡大する 

・2032年 5月までに店舗を合計 10店舗へ拡大する。 

※ただしファイナンス期間中、社会情勢や自社の財務状況が

変化した場合は目標の修正を検討する。 

KPI設定した理由 地域に根付き地域に貢献できる企業を目指し、薬剤師訪問サ

ービスなどを行う同社の取り組みをさらに強化するため 

SDGs との関連性 

 

3.8 全ての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い 

基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果 

的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアク 

セスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を 

達成する。 
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《 KPI④⑤ 》 

インパクトレーダーとの関連性 健康および安全性 

インパクトの別 ネガティブ・インパクトの低減 

テーマ 職場環境をさらに改善する取り組み 

取り組み内容 ・生活主観病予防検診の受診率を引き上げる。 

・特定保健指導利用率を引き上げる。 

・他、従業員の健康を維持・増進する施策を検討・実施する。 

・また従業員が働きやすい環境を整える。 

KPI（指標と目標）④ 2029年 5月までに〇Nぴか認証〈を取得し、2029年 6月以

降は、毎年継続・更新する。 

KPI（指標と目標）⑤ 2029年 5月までに〇健康経営推進企業認定〈を取得し、 

2029年 6月以降は、毎年継続・更新する。 

KPI設定した理由 自社の取り組みを整理し、不足する取り組みを強化してさらに

働きやすい職場づくりを行うため 

SDGs との関連性 

 

  

8.5 2030 年までに、若者や障がい者を含む全ての男性及び

女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人

間らしい仕事、並びに同一労働賃金を達成する。 

8.8 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用

状態にある労働者など、全ての労働者の権利を保護し、

安全・安心な労働環境を促進する。 
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《 KPI⑥ 》 

インパクトレーダーとの関連性 健康および安全性 

インパクトの別 ネガティブ・インパクトの低減 

テーマ 職場環境をさらに改善する取り組み 

取り組み内容 全ての社員が仕事と子育てを両立しながら生き生きと働ける職

場環境の整備に向けた、各種制度・ルール策定等の取り組み 

KPI（指標と目標）⑥ くるみん認定を 2030年 5月までに取得する。 

・一般事業主行動計画を 2026年５月までに策定する。 

・2026年 6月～2029年 5月まで行動を実践する。 

・2030年 5月までに申請手続きを行い、認定を取得する。 

・以降、申請結果に応じ取り組み目標を再度検討する。 

KPI設定した理由 自社の取り組みを整理し、不足する取り組みを強化してさらに

働きやすい職場づくりを行うため 

SDGs との関連性 

 

  

8.5 2030 年までに、若者や障がい者を含む全ての男性及び

女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人

間らしい仕事、並びに同一労働賃金を達成する。 

8.8 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用

状態にある労働者など、全ての労働者の権利を保護し、

安全・安心な労働環境を促進する。 
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《 KPI⑦ 》 

インパクトレーダーとの関連性 ジェンダー平等 

インパクトの別 ネガティブ・インパクトの低減 

テーマ 職場環境をさらに改善する取り組み 

取り組み内容 女性活躍推進をさらに強化する 

KPI（指標と目標）⑦ えるぼし認定を 2030年 5月までに取得する。 

・一般事業主行動計画を 2026年５月までに策定する。 

・2026年 6月～2029年 5月まで行動を実践する。 

・2030年 5月までに申請手続きを行い、認定を取得する。 

・以降、申請結果に応じ取り組み目標を再度検討する。 

KPI設定した理由 自社の取り組みを整理し、不足する取り組みを強化してさらに

働きやすい職場づくりを行うため 

SDGs との関連性 

 

  

8.5 2030 年までに、若者や障がい者を含む全ての男性及び

女性の、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人

間らしい仕事、並びに同一労働賃金を達成する。 

8.8 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用

状態にある労働者など、全ての労働者の権利を保護し、

安全・安心な労働環境を促進する。 
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5.マネジメント体制  

同社では、本ポジティブ・インパクト・ファイナンスに取り組むにあたり、代表取締役水田晋一朗氏を最

高責任者、専務取締役水田香苗氏が管理責任者となり、日々の業務やその他活動を棚卸すること

で、同社の事業活動とインパクトレーダーとの関係性について検討をした。従来同様、取締役会による

監督のもと、進捗状況や活動内容を取締役会へ定期的に報告するなど、ガバナンス体制を構築して

いく。 

本ポジティブ・インパクト・ファイナンスの実行後、返済期限までの間においても、管理本部を中心とし

た関係部署などとの連携体制を構築することで KPIの達成を図っていく。 

 

最高責任者 代表取締役 水田晋一朗 

管理責任者 専務取締役 水田香苗 

担当部署 管理本部 

 

6.モニタリングの頻度と方法  

本件で設定した KPI の進捗状況は、株式会社十八親和銀行の担当者が年に 1 回以上、同社と

の会合を設けることで確認する。具体的には、同社は資料提出により株式会社十八親和銀行へ報告

し、株式会社十八親和銀行はKPIの達成状況を検証して当初想定と異なる点があった場合には、同

社に対して適切な助言・サポートを行い、KPIの達成を支援する。 

モニタリング期間中に達成した KPI に関しては、達成後もその水準を維持・向上していることを確認

する。なお、経営環境の変化などにより KPI を変更する必要がある場合には、株式会社十八親和銀

行と同社で協議の上、再設定を検討する。 
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本評価書に関する重要な説明 

 

1. 本評価書は、株式会社長崎経済研究所が作成したものです。 

 

2. 株式会社長崎経済研究所は、株式会社十八親和銀行がポジティブ・インパクト・ファイナンス

を実施する同社から供与された情報と株式会社長崎経済研究所と株式会社十八親和銀

行が独自に収集した情報に基づく、現時点での計画または状況に対する評価で、将来におけ

るポジティブな成果を保証するものではありません。 

 

3. 本評価を実施するに当たっては、国連環境計画金融イニシアティブ(UNEP FI)が提唱した

〇ポジティブ・インパクト金融原則〈及び〇資金使途を限定しない事業会社向け金融商品のモ

デル・フレームワーク〈に適合させるとともに、ESG 金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2 項(4)

に基づき設置されたポジティブ・インパクト・ファイナンスタスクフォースがまとめた〇インパクトファイナ

ンスの基本的考え方〈に整合させながら実施しています。なお、株式会社日本格付研究所か

ら、本ポジティブ・インパクト・ファイナンスに関する第三者意見書の提供を受けています。 

 

4. 本評価書の著作権は株式会社長崎経済研究所に帰属します。株式会社長崎経済研究

所による事前承諾を受けた場合を除き、本評価書に記載された情報の一部あるは全部につ

いて複製、転載、または配布、印刷など、第三者の利用に供することを禁じます。 

 

 

＜評価書作成者および本件問い合わせ先＞ 

株式会社長崎経済研究所 

石田 洋 

〒850-8618 

長崎県長崎市銅座町 1番 11号十八親和銀行本店内 

TEL：095-828-8859 FAX：095-821-0214 

 


